
証券コード6396
平成27年6月11日

株 主 各 位
東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

株式会社 宇野澤組鐵工所

取締役社長 宇 野 澤 虎 雄
　

第123回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

　さて、当社第123回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に賛否をご表示され、平成27年6月25日（木曜日）営業時間終了時（午後5

時15分）までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月26日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都渋谷区神宮前六丁目31番5号 神宮前穏田区民会館

(末尾の定時株主総会会場略図をご参照ください。)

3. 目的事項

報告事項 1. 第123期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の

内容報告の件

2. 第123期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の

内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款の一部変更の件

第2号議案 取締役７名選任の件

第3号議案 監査役２名選任の件

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1.当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。

2.株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ

サイト（http://www.unozawa.co.jp）に掲載させていただきます。
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(添付書類）

事 業 報 告

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

1. 会社の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

当事業年度（当期）におけるわが国経済は、政府および日銀による各種経済・

金融政策の推進によって円安・株高傾向が続き、輸出企業を中心に緩やかな回復

基調で推移しました。しかしながら、消費マインドの低下、円安進行に伴う輸入

物価上昇への懸念、ヨーロッパや中国他新興国経済の動向、国際的な政情不安の

影響等、先行きには不透明感を残す状況が続いております。

当社を取り巻く環境としましては、中小企業の業況回復は足踏み状態にあるこ

と、また当社の受注・売上に直接的な影響が大きい国内設備投資が引き続き盛り

上がりに欠けるなか、価格競争は激しく、依然として厳しい状況が続いておりま

す。

このような経営環境のもと、当社の業績は増収を確保しましたものの赤字計上

となりました。

売上面におきましては、第２四半期以降順調に出荷が進み、通期の売上高は

4,062百万円と前年同期比7.6％の増収となりました。

損益面におきましては、第４四半期の３ヵ月間では営業利益計上となったもの

の、第３四半期累計期間までの損失を補うまでには至らず、通期では営業損失12

百万円（前年同期は営業利益74百万円）、経常損失44百万円（前年同期は経常利益

68百万円）、当期純損失8百万円（前年同期は当期純利益111百万円）となりまし

た。

セグメント別の概況は以下の通りです。

①製造事業

売上高におきましては、第２四半期以降液晶関連の真空ポンプの出荷が続いた

ことから、3,528百万円と前年同期比8.4％の増加となりました。

損益面におきましては、採算性の低い機種の売上構成が高まったこともあり、

前年同期に比べ93百万円悪化のセグメント損失399百万円(前年同期はセグメント

損失306百万円)の結果となりました。

売上高を製品別に示しますと、液晶関連中心の真空ポンプの売上高は1,892百万

円(前年同期比8.3％増)、インドおよびタイの化学工業向けの大型案件があった送

風機・圧縮機の売上高は654百万円(前年同期比30.8％増)、部品および修理の売上

高は974百万円(前年同期比0.4％増)、ドレンポンプ等のその他製品の売上高は6百

万円（前年同期比80.5％減）となりました。
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また、輸出関係におきましては、前述のインド化学工業向けの大型案件や台湾

向けの増加はありましたが、前期の中国向け大型案件の反落や米国・韓国向けの

減少を補えず、輸出売上高は587百万円と前年同期比23.0％の減少となりました。

また、事業年度末の受注残高は前年同期比39.3％増の867百万円となっておりま

す。

②不動産事業

オフィス市況が改善し賃料の一部上昇もあり、売上高は534百万円と前年同期比

2.3％の増加となり、セグメント利益387百万円(前年同期比1.6％増)の計上となり

ました。

当社の配当政策の基本的な考え方は、収益状況に対応して、株主の皆様各位へ

の配当を実施するとともに、今後の企業体質の強化ならびに安定的な利益配分の

ために内部留保を充実することとしております。なお、剰余金の配当等につきま

しては、会社法第459条第1項に基づき、取締役会の決議によって定める旨を定款

に定めております。

当期の期末配当につきましては、赤字計上となったことや財務状況が不十分で

あることから、誠に遺憾ではありますが見送りとさせていただきます。

また、次期の期末配当予想につきましては、当面は厳しい経営環境で推移する

見通しであり、現時点では未定とさせていただきます。

全社一丸となって安定的な利益体質の実現に努め、早期の復配を目指してまい

ります。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒事情ご理解のうえ、ご了承

賜りますようお願い申しあげます。
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　 セグメント別売上高は次のとおりであります。

(単位 千円)

期 別

セグメント別

第 122 期（前期)

(平成26年３月期)

第 123 期（当期)

(平成27年３月期)
対 前 期

増減比率
金 額 比 率 金 額 比 率

製
造
事
業

真 空 ポ ン プ 1,748,058 46.3
％

1,892,340 46.6
％

8.3
％

送 風 機 ・ 圧 縮 機 500,710 13.3 654,933 16.1 30.8

部 品 お よ び 修 理 970,227 25.7 974,039 24.0 0.4

そ の 他 35,216 0.9 6,880 0.2 △80.5

小 計
内(輸出品*)

3,254,212
(763,057)

86.2
(20.2)

3,528,193
(587,807)

86.9
(14.5)

8.4
(△23.0)

不 動 産 事 業 522,543 13.8 534,437 13.1 2.3

売 上 高 合 計 3,776,756 100.0 4,062,630 100.0 7.6

(注) ＊の輸出品構成比率は売上高合計に対するものであります。

　(2) 設備投資の状況

　当期の設備投資は、建物、機械および装置、工具器具および備品で投資総額は

126百万円となりました。

　(3) 資金調達の状況

　 特記すべき資金調達は行っておりません。
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　(4) 会社が対処すべき課題

主力の真空ポンプ、送風機・圧縮機について、引き続き厳しい環境が続くもの

と予想されます。当社は第120期・第121期の二期連続赤字計上から、第122期に黒

字転換を果たしましたが、当第123期は再び赤字計上となりました。安定的な黒字

体質の実現および企業価値向上のため、当面の具体策として次の基本的な課題に

地道に取り組んでまいります。

1. 全社的な営業体制の強化に取り組みます。

① 顧客・マーケット指向を強化し、全社的に営業をサポートする体制を構

築します。

② 競争力分析に基づいた機種別・製品別販売戦略を明確化し、重点商品の

販売を強化します。

　③ 営業部員・営業活動のレベルアップ・管理体制の強化を図ります。

2. 市場に見合った競争力ある納期・コスト・品質を実現します。

① 納期厳守と品質管理の徹底により顧客・マーケットの信頼を維持・強化

します。

② マーケットの要求に合致したコストを実現するとともに、製品・技術開

発を進め、競争力の維持・収益の確保に努めます。

　③ 重点化した商品の競争強化策実現のため、原価率の改善に努めます。

3. 企業風土を改革し、生産性の高い職場を実現します。

　① 組織活性化と組織風土の改革に努めます。

② 徹底した無駄の排除と改善への取り組み強化により効率的な業務体制を

構築します。

4. 実効的なコーポレートガバナンスの実現に努めます。

　 コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、当社としての実効性のある

ガバナンス体制の実現に努めます。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申しあげます。
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　(5) 財産および損益の状況の推移

(単位 千円)

区 分
第120期

(平成24年３月期)
第121期

(平成25年３月期)
第122期

(平成26年３月期)
第123期(当期)

(平成27年３月期)

受 注 高 3,374,799 2,894,491 3,137,019 3,772,723

売 上 高 4,297,402 3,465,684 3,776,756 4,062,630

当 期 純 利 益
（△ 純 損 失）

△170,605 △154,322 111,479 △8,972

１株当たり当期純利益
（△ 純 損 失）

△15円26銭 △13円81銭 9円97銭 △81銭

純 資 産 1,496,829 1,419,386 1,534,447 1,510,537

総 資 産 6,641,195 6,402,905 6,321,626 6,605,258

(注) 受注高は製造事業のみで、不動産事業は含んでおりません。
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　(6) 重要な親会社および子会社の状況

　 該当事項はありません。

　(7) 主要な事業内容

事 業 主 要 製 品

風水力機械製造および販売事業 真空ポンプ・送風機圧縮機等

不動産の賃貸および管理事業 オフィスビル賃貸・駐車場賃貸

　(8) 主要な営業所および工場

　 本社・工場 東京都大田区下丸子二丁目36番40号

　 大阪営業所 大阪市北区梅田二丁目５番６号 桜橋八千代ビル

　(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

196名 ― 42.7歳 15.0年

(10) 主要な借入先

借 入 先 借入金残高 (千円)

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 709,787

㈱ 三 井 住 友 銀 行 658,654

㈱ み ず ほ 銀 行 371,467

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 370,392

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 232,073

㈱ 横 浜 銀 行 201,670

㈱ り そ な 銀 行 189,498

㈱ 東 京 都 民 銀 行 168,411

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 24,000,000株

(2) 発行済株式の総数 11,200,000株

(自己株式150,384株を含む)

(3) 当期末株主数 799名

(4) 大株主

株 主 名 持株数(千株) 持株比率(％)

ウノサワエンジニアリング株式会社 2,317 20.97

宇 野 澤 虎 雄 2,312 20.93

株 式 会 社 な ん だ い 社 1,135 10.28

大 田 昭 彦 771 6.98

東 急 不 動 産 株 式 会 社 500 4.53

田 和 恭 介 240 2.17

五 十 畑 輝 夫 183 1.66

三 和 機 械 株 式 会 社 106 0.96

西 華 産 業 株 式 会 社 100 0.91

樫 山 工 業 株 式 会 社 100 0.91

　 (注)当社は、自己株式150,384株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
　 また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

　 該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役および監査役に関する事項

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

宇野澤 虎 雄 代表取締役社長
ウノサワエンジニアリング株式会社
代表取締役社長

田 村 博 常務取締役
（管理本部長兼経理部長）

樋 口 勉 常務取締役
（技術部長兼品質保証部長)

平 栗 良 夫 取締役（製造部長）

村 越 功 取締役（資材部長）

最 所 敏 明 取締役（営業部長）

小 楠 雄 士 取締役（総務部長）

柳 本 緑 三 常勤監査役

小 野 浩 道 監査役 税理士

関 秀 樹 監査役

(注) 1.監査役小野浩道氏ならびに関秀樹氏は、社外監査役であります。
2.社外監査役小野浩道氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。また、東京証券取引所に独立役員として届けております。
3.当社は社外取締役の選任を従来から検討しておりましたが適任者を確保できず、当事業年度

末時点では社外取締役を置いていない状況でありました。今般、適任者を得ましたので、本
定時株主総会第2号議案にて社外取締役１名を含む取締役選任議案を提出させていただくこと
となりました。

　(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区分 支給人員 支給額

取締役 ７名 58百万円

監査役 ３名 16百万円

（うち社外監査役） （２名） （７百万円）

合計 10名 75百万円

(注) 1.上記の他、使用人兼務役員の使用人分の給与相当額35百万円を支給しております。
2.上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額８百万円（取締役７百万
円、監査役１百万円）を含んでおります。

　

― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月28日 18時26分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　(3) 社外役員に関する事項

小野浩道 監査役
当事業年度開催の取締役会16回、監査役会12回の全てに出席し、主
に税理士としての専門的見地から適宜発言しております。

関 秀樹 監査役
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回、監査役会12回の全てに
出席し、企業経営経験者としての見地から適宜発言しております。

5. 会計監査人の状況

　(1) 名称 明治監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 ①会計監査人としての報酬の額 18百万円

　 ②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査業務の

報酬と金融商品取引法上の会計監査業務の報酬が区分されておらず、実質的

に区分できませんので、報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。

　(3) 非監査業務の内容

　 該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づい

て、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたし

ます。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 会社の体制および方針

当社は、平成18年5月16日の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に

関し決議し、平成21年10月16日及び平成27年3月17日の取締役会において一部改定いた

しました。改定後の基本方針は以下のとおりであります。

　＜新しい内部統制システム構築の基本方針＞

(1) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に対する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程や稟議規程に基づき、

重要な会議の議事録や重要な決裁書類は適切に保存および管理(廃棄を含む)の運

用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うものとする。

(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、教育・訓練の実

施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、総務部長がリスク管理規程およ

び危機管理規程を立案し、取締役会で承認する。

また、新たに生じたリスクへの対応が生じた場合には、取締役会においてリス

ク管理体制を強化する。

取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取

締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとす

る。

日常の職務遂行については、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委

譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとす

る。

(4) 取締役および使用人の職務の遂行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

取締役および使用人に法令・定款を遵守させるため、代表取締役がその精神を

取締役および使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と公正で高い社会

倫理により行動し、広く社会に信頼される企業活動を行うことを徹底する。

取締役会は、コンプライアンス体制の構築、維持および整備を行う。

また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通

報制度を構築する。

内部通報制度は、監査役に対して直接通報ができるように運用する。内部通報

制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取扱を

受けることがないことをその内容に含むものとする。
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(5) 監査役の職務の補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。

監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮命令権は監

査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

当該使用人は当社の就業規則に従うが、当該使用人の指揮命令権は各監査役に

属するものとし、異動・処遇（人事評価を含む）・懲戒等の人事事項については監

査役と事前協議のうえ実施するものとする。

(6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告

に関する体制

取締役および使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応

じて必要な報告および情報提供を行うものとする。

監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把

握するため、必要に応じ重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務

執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明

を求めることができる。

なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けると

ともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。

(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役ならびに監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士そ

の他の外部専門家・アドバイザーを任用することができる。

取締役は、監査役ならびに監査役会から、外部専門家に助言を求めるまたは調

査・鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用の請求を受けたときは、監査の

職務の執行に必要でないと明らかに認められるときを除き、これを拒むことがで

きない。

(8) 反社会的勢力を排除するための体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断する

とともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携

し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 事業報告に記載の金額および株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(平成27年３月31日現在)

(単位 千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資産の部) (負債の部)

流 動 資 産 3,914,623 流 動 負 債 2,285,016

現 金 及 び 預 金 1,638,983 支 払 手 形 681,941

受 取 手 形 908,775 買 掛 金 192,825

売 掛 金 666,674 短 期 借 入 金 1,079,969

仕 掛 品 420,815 未 払 金 95,879

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 252,920 未 払 費 用 53,592

前 払 費 用 13,146 未 払 法 人 税 等 2,204

そ の 他 13,306 前 受 金 51,899

固 定 資 産 2,690,635 預 り 金 7,593

有形固定資産 2,212,067 賞 与 引 当 金 63,048

建 物 1,471,364 設 備 関 係 支 払 手 形 53,141

構 築 物 14,582 そ の 他 2,922

機 械 及 び 装 置 62,779 固 定 負 債 2,809,704

車 両 運 搬 具 69 長 期 借 入 金 1,821,983

工 具 器 具 備 品 31,535 繰 延 税 金 負 債 94,426

土 地 631,643 退 職 給 付 引 当 金 486,846

建 設 仮 勘 定 93 役員退職慰労引当金 127,120

無形固定資産 5,437 長 期 預 り 保 証 金 279,328

ソ フ ト ウ ェ ア 4,366 負 債 合 計 5,094,721

そ の 他 1,070 ( 純 資 産 の 部 )

投 資 そ の 他 の 資 産 473,130 株 主 資 本 1,312,621

投 資 有 価 証 券 388,010 資 本 金 785,000

長 期 貸 付 金 34,707 資 本 剰 余 金 303,930

破 産 更 生 債 権 等 9,103 資 本 準 備 金 303,930

そ の 他 50,412 利 益 剰 余 金 252,475

貸 倒 引 当 金 △9,103 そ の 他 利 益 剰 余 金 252,475

繰 越 利 益 剰 余 金 252,475

自 己 株 式 △28,785

評価・換算差額等 197,916

その他有価証券評価差額金 197,916

純 資 産 合 計 1,510,537

資 産 合 計 6,605,258 負債及び純資産合計 6,605,258

― 13 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月28日 18時26分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



損 益 計 算 書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

(単位 千円)

科 目 金 額

売 上 高 4,062,630

売 上 原 価 3,453,261

売 上 総 利 益 609,368

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 621,867

営 業 損 失 12,498

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,773

そ の 他 24,999 32,772

営 業 外 費 用

支 払 利 息 43,180

そ の 他 21,327 64,507

経 常 損 失 44,234

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 149

投 資 有 価 証 券 売 却 益 51,580 51,730

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 4,113 4,113

税 引 前 当 期 純 利 益 3,382

法人税、住民税及び事業税 12,355 12,355

当 期 純 損 失 8,972
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株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

(単位 千円)

項 目

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成 26年４月１日残高 785,000 303,930 261,448 △7,051 1,343,327

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △8,972 △8,972

自 己 株 式 の 取 得 △21,733 △21,733

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 △8,972 △21,733 △30,706

平成 27年３月31日残高 785,000 303,930 252,475 △28,785 1,312,621

(単位 千円)

項 目
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金

平成 26年４月１日残高 191,119 1,534,447

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △8,972

自 己 株 式 の 取 得 △21,733

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

6,796 6,796

事業年度中の変動額合計 6,796 △23,909

平成 27年３月 31日残高 197,916 1,510,537
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のないもの……移動平均法による原価法

　(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）によっております。

仕 掛 品……個別法

原材料、貯蔵品……移動平均法

２．固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産……定率法

ただし、建物（附属設備を除く）については定額法によ

っております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ７年～50年

機械及び装置 ２年～12年

無 形 固 定 資 産……定額法
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３．引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金……売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

賞 与 引 当 金……従業員に対して支給する賞与に充てるため会社が算定し

た当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。

退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退

職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用し

ております。

なお、会計基準変更時差異(231,596千円)については、15

年による按分額を費用処理しております。

役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当

事業年度末要支給額を計上しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。
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(貸借対照表に関する注記)

１．担保に供している資産

　 有形固定資産のうち下記資産は工場財団として担保に供しております。

建物 436,599千円

機械及び装置 7,074千円

土地 52千円

合計 443,726千円

　 担保に係る債務の金額

短期借入金 1,079,969千円

長期借入金 1,821,983千円

被保証債務 45,726千円

合計 2,947,678千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 3,629,019千円

３．関係会社に対する金銭債権

　 短期金銭債権 3,999千円
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(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

　 売上高 10,506千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

１．当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 11,200,000株

２．当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 150,384株

３．剰余金の配当に関する事項

　(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度とな

るもの

該当事項はありません。
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(税効果会計に関する注記)

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりであります。

繰延税金資産

　 退職給付引当金 157,656千円

　 役員退職慰労引当金 41,059千円

　 賞与引当金 20,868千円

　 棚卸資産評価損 79,159千円

　 研究開発費 32,678千円

　 減価償却費 7,150千円

　 その他 8,121千円

繰延税金資産小計 346,694千円

評価性引当額 △346,694千円

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

　 その他有価証券評価差額金 △94,426千円

繰延税金負債合計 △94,426千円

繰延税金負債の純額 △94,426千円

― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月28日 18時26分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(リースにより使用する固定資産に関する注記)

　オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料は次

のとおりであります。

１年内 35,098千円

１年超 72,729千円

合計 107,828千円
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(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

　当社は資金運用については主に短期的な預金等に、資金調達については銀行等金

融機関からの借入によっております。

　投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っ

ております。

　借入金の使途は主に運転資金及び設備投資資金であります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成27年３月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1)現金及び預金 1,638,983 1,638,983 ―

(2)受取手形 908,775 908,775 ―

(3)売掛金 666,674 666,674 ―

(4)投資有価証券
その他有価証券

387,510 387,510 ―

(5)支払手形 (681,941) (681,941) ―

(6)買掛金 (192,825) (192,825) ―

(7)設備関係支払手形 (53,141) (53,141) ―

(8)短期借入金 (232,000) (232,000) ―

(9)長期借入金 (2,669,952) (2,670,966) △1,014

負債に計上されているものについては、( )で表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事

項

(1) 現金及び預金、(2)受取手形、並びに(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券 その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
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(5) 支払手形、(6)買掛金、(7)設備関係支払手形、並びに(8)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

なお、貸借対照表上の短期借入金に含まれている一年内返済予定の長期借入

金については、長期借入金に合算して表示しております。

(9) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額500千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、(4)投資有価証券 その他有価証券には含めておりません。

(注3) 長期預り保証金(貸借対照表計上額279,328千円)は、入居者の退去時期が明

らかではないことから、将来キャッシュ・フローの現在価値を見積ることが極

めて困難と認められるため、時価開示を省略しております。

(賃貸等不動産に関する注記)

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、東京都において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)を有しておりま

す。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円）

1,491,869 9,690,000

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額でありま

す。

(注2) 当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ

く金額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場

価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じている場合には、当

該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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(持分法損益等に関する注記)

　当社は子会社、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

　役員及び主要株主等

属性 氏名
議決権等の

被所有割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

(千円)

役員及びその

近親者
宇野澤 虎雄

直 接

21.0％

間 接

31.3％

当社代表

取締役社長

債務被保証

当社銀行借入

に対する債務

被保証（注）

597,845 ─ ─

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）当社は銀行借入に対して代表取締役社長宇野澤虎雄より債務保証を受けて

おります。なお、保証料の支払は行っておりません。

(１株当たり情報に関する注記)

　 １株当たり純資産額 136円71銭

　 １株当たり当期純損失 81銭
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月21日

株式会社宇野澤組鐵工所
　取締役会 御中

明治監査法人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 寺田 一彦 ㊞

業務執行社員 公認会計士 来田 弘一郎 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社宇野澤組鐵工所の平成26
年４月１日から平成27年３月31日までの第123期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第123期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画等に従い、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締
役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）の状況を監視及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及
びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人明治監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月25日

株式会社宇野澤組鐵工所 監査役会

常勤監査役 柳 本 緑 三 ㊞

社外監査役 小 野 浩 道 ㊞

社外監査役 関 秀 樹 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案　定款の一部変更の件

１．提案の理由

　取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任

者を得られるよう、現行会社法の規定に基づき、取締役および監査役の責任を会社法で定める範囲

で取締役会の決議によって免除することができる旨の規定、ならびに業務執行取締役等でない取締

役および監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。

　なお、変更案第29条（取締役の責任免除）の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得て

おります。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

　 ２．変更の内容

　 変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案

(新設)

第５章 監査役および監査役会

第２９条～第３６条 (条文省略)

(新設)

第６章 計 算

第３７条～第４１条 （条文省略）

（取締役の責任免除）

第２９条 当会社は、会社法第426条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる取締役（取締役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議によって免除するこ

とができる。

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ

り、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。た

だし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が

規定する額とする。

第５章 監査役および監査役会

第３０条～第３７条 （現行どおり）

（監査役の責任免除）

第３８条 当会社は、会社法第426条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる監査役（監査役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議によって免除するこ

とができる。

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ

り、監査役との間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、

法令が規定する額とする。

第６章 計 算

第３９条～第４３条 （現行どおり）
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第2号議案　取締役７名選任の件

　取締役全員（７名）は、本総会終結のときをもって、任期が満了いたしますの

で、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴
(略歴、地位、担当および重要な兼職の状況)

所有する
当社の株
式の数

１
宇野
う の ざ わ と ら お

澤 虎 雄

(昭和14年３月
21日生 )

昭和38年４月 興国人絹パルプ㈱入社

2,312,260株

昭和43年６月 当社入社
昭和49年12月 当社取締役渋谷工場次長
昭和52年９月 当社取締役玉川工場長
昭和56年７月 当社常務取締役
昭和61年７月 当社代表取締役社長就任

現在に至る
（重要な兼職の状況）
ウノサワエンジニアリング㈱代表取
締役社長

２
田
た む ら ひ ろ し

村 博

(昭和26年２月
28日生 )

昭和48年４月 ㈱三井銀行（㈱さくら銀行を経て
現・㈱三井住友銀行）入行

5,000株

平成12年６月 当社入社顧問
平成12年６月 当社取締役経理部長
平成20年６月 当社常務取締役経理部長
平成24年６月 当社常務取締役管理本部長

兼経理部長

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし

３

樋
ひ ぐ ち つ と む

口 勉

(昭和28年４月
16日生 )

昭和51年４月 当社入社

3,000株

平成13年４月 当社技術部次長
平成16年４月 当社技術部長
平成17年６月 当社取締役技術部長
平成20年６月 当社常務取締役技術部長
平成22年４月 当社常務取締役技術部長

兼品質保証部長

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴
(略歴、地位、担当および重要な兼職の状況)

所有する
当社の株
式の数

４

平
ひ ら ぐ り よ し お

栗 良 夫

(昭和27年３月
７日生 )

昭和51年４月 当社入社

2,000株

平成13年４月 当社玉川工場製造部次長兼工務課長
兼管理室課長

平成16年４月 当社玉川工場製造部長兼管理室長
兼工務課長

平成17年６月 当社取締役玉川工場製造部長
兼管理室長兼工務課長

平成18年12月 当社取締役玉川工場製造部長
平成20年４月 当社取締役製造部長

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし

５

村
む ら こ し い さ お

越 功

(昭和25年８月
27日生 )

昭和48年４月 当社入社

5,000株

平成13年４月 当社玉川工場次長兼検査課長
平成16年４月 当社玉川工場資材部長
平成18年６月 当社取締役玉川工場資材部長
平成20年４月 当社取締役資材部長

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし

６

小
お ぐ す ゆ う じ

楠 雄 士

(昭和35年９月
14日生 )

昭和58年４月 ㈱三井銀行（㈱さくら銀行を経て
現・㈱三井住友銀行）入行

1,000株

平成23年９月 当社入社総務部次長
平成24年６月 当社総務部長
平成25年６月 当社取締役総務部長

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴
(略歴、地位、担当および重要な兼職の状況)

所有する
当社の株
式の数

７

　新任

関
せ き ひ で き

秀 樹

( 昭和19年5月
5日生 )

昭和43年4月 日本ゼオン㈱入社

0株

平成11年6月 　 同 ㈱取締役
平成15年6月 　 同 ㈱常務取締役化成品事業

部長
平成17年6月 東京材料㈱代表取締役社長
平成23年6月 当社社外監査役

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし

(注) １．関秀樹氏は社外取締役候補者であります。
　 ２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　 ３．社外取締役の選任理由について

関秀樹氏は製造業他、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、引き続き当
社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコー
ポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであり
ます。

４．当社は、社外取締役候補者である関秀樹氏の選任が承認された場合、期待された役割を十
分に発揮できるよう責任限定契約を締結する予定であります。ただし、第１号議案定款の
一部変更の件が承認可決されることを条件といたします。
なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
・取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の
最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行につい
て善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

５．関秀樹氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結のと
きをもって４年であります。
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第3号議案　監査役２名選任の件

　監査役柳本緑三氏ならびに関秀樹氏は、本総会終結のときをもって、任期が満

了いたしますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴
(略歴、地位および重要な兼職の状況)

所有する
当社の株
式の数

１

新任

最
さ い し ょ と し あ き

所 敏 明

(昭和24年12月
22日生 )

昭和43年4月 当社入社

2,000株

平成16年4月 当社営業部次長
平成17年6月 当社営業部長
平成18年6月 当社取締役営業部長

現在に至る
（重要な兼職の状況）
該当なし

２

新任

西
に し む ら ま さ る

村 賢

(昭和48年２月
25日生 )

平成12年10月 弁護士登録
成和共同法律事務所（現・成和明哲
法律事務所）入所

0株
平成18年10月 　同 パートナー（現在）

現在に至る
（重要な兼職の状況）
弁護士

(注) １．西村賢氏は社外監査役候補者であります。
２．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．社外監査役選定理由について

西村賢氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な識
見が、社外監査役としての職務を適切に遂行することに有用と判断しており、当社の監査
体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任するものであります。

４．当社は、社外監査役候補者である西村賢氏の選任が承認された場合、期待された役割を十
分に発揮できるよう責任限定契約を締結する予定であります。ただし、第１号議案定款の
一部変更の件が承認可決されることを条件といたします。
なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
・監査役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の
最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行につい
て善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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第4号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結のときをもって監査役を退任される、柳本緑三氏に対し、在任中の

労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職

慰労金を贈呈したいと存じます。

　なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任をお願いい

たしたく存じます。

　退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

柳
やなぎもと ろくぞう

本 緑三
平成19年6月 当社監査役
　 現在に至る

　 以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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ＪＲ原宿駅

渋谷明　治　通　り　(神宮前)

ラフォーレ

　　　原宿

西武信用

金庫

ロッテリア

神宮前穏田区民会館

至渋谷至代々木

神宮橋

　地下鉄
明治神宮前駅
出口４

　地下鉄
明治神宮前駅
出口７

グリーン

ファンタジア

交差点
外苑前

南国
酒家

表参道

交差点

東急プラザ

サンクス

定時株主総会会場略図

場 所 東京都渋谷区神宮前六丁目31番５号

　 神宮前穏田(オンデン)区民会館

電 話 03-3407-1807

(交通機関) ＪＲ原宿駅表参道口下車 徒歩約６分

　 東京メトロ千代田線明治神宮前駅下車４番出口 徒歩約２分

　 東京メトロ副都心線明治神宮前駅下車７番出口 徒歩約１分
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